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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は　

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）　

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

�
�　

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
は
、

登
記
所
へ
滅
失
登
記
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
滅
失
登
記
が

遅
れ
る
と
き
や
、
未
登
記
家
屋
を

取
り
壊
し
た
と
き
は
、
資
産
税
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
資
産
税
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１３４１

�　

昭
和　

年
１
月
１
日
以
前
か
ら

５７

あ
る
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
を
行

っ
た
場
合
、
当
該
住
宅
の　

平
方

１２０

�
の
床
面
積
相
当
部
分
（　

平
方

１２０

�
以
下
の
場
合
は
全
床
面
積
相
当

分
）
ま
で
の
固
定
資
産
税
（
都
市

計
画
税
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）
を
２

分
の
１
減
額
し
ま
す
。

■
減
額
を
受
け
ら
れ
る
要
件

・
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
が
一

戸
当
た
り　

万
円
以
上
で
あ
る
こ

３０

と・
耐
震
改
修
後
３
か
月
以
内
で
あ

�

�

家
屋
を
取
り
壊
し
た

家
屋
を
取
り
壊
し
た

と
き
は
ご
連
絡
を

と
き
は
ご
連
絡
を

住
宅
耐
震
工
事
に

住
宅
耐
震
工
事
に

よ
る
固
定
資
産

よ
る
固
定
資
産

税

の

減

額

税

の

減

額

おお
知知
らら
せせ

る
こ
と

■
減
額
さ
れ
る
期
間

・
平
成　

年
１
月
１
日
〜
平
成　

１８

２１

年　

月　

日
に
改
修
完
了
し
た
場

１２

３１

合
…
翌
年
度
か
ら
３
年
間

・
平
成　

年
１
月
１
日
〜
平
成　

２２

２４

年　

月　

日
に
改
修
完
了
し
た
場

１２

３１

合
…
翌
年
度
か
ら
２
年
間

・
平
成　

年
１
月
１
日
〜
平
成　

２５

２７

年　

月　

日
に
改
修
完
了
し
た
場

１２

３１

合
…
翌
年
度
か
ら
１
年
間

■
減
額
の
た
め
の
必
要
書
類

・
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
固

定
資
産
税
の
減
額
適
用
申
告
書

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
）

・
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た

工
事
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
（
建

築
士
、
指
定
確
認
機
関
、
登
録
住

宅
性
能
評
価
機
関
が
証
明
し
た
も

の
）

・
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
の
領

収
書
（
写
し
）

※
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら

３
か
月
を
経
過
し
た
後
に
申
告
す

る
場
合
は
、
３
か
月
以
内
に
申
告

で
き
な
か
っ
た
理
由
書

※
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
し
た

工
事
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
の
ほ

か
、
住
宅
性
能
評
価
書
（
耐
震
等

級
に
係
る
評
価
が
等
級
１
、
等
級

２
ま
た
は
等
級
３
で
あ
る
も
の
に

限
る
）
を
添
付
し
て
申
告
す
る
こ

と
も
可
能
で
す
（
こ
の
場
合
、
耐

震
改
修
に
要
し
た
費
用
の
額
が
１

戸
当
た
り　

万
円
以
上
で
あ
る
こ

３０

と
が
確
認
で
き
る
書
類
が
必
要
）。

◆
資
産
税
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１３４１

�
�　

年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
亡
く

な
ら
れ
た
と
き
は
、
区
市
町
村
役

場
へ
の
戸
籍
関
係
の
届
出
と
は
別

に
「
年
金
受
給
権
者
死
亡
届
」
を

お
住
ま
い
の
社
会
保
険
事
務
所
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
年
金
は
亡
く
な
っ
た
日

の
属
す
る
月
ま
で
支
払
わ
れ
ま
す

の
で
、
未
払
い
の
年
金
が
あ
る
場

合
は
「
未
支
給
年
金
・
保
険
給
付

請
求
書
」
も
合
わ
せ
て
お
住
ま
い

の
社
会
保
険
事
務
所
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

未
払
い
の
年
金
を
受
け
ら
れ
る

遺
族
の
方
は
、
年
金
を
受
け
て
い

た
方
の
死
亡
当
時
、
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
た
配
偶
者
、
子
、
父
母
、

孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、「
年
金
受
給
権
者
死
亡

届
」
の
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
が

そ
の
ま
ま
支
払
わ
れ
、
後
日
、
遺

族
の
方
よ
り
年
金
を
返
納
し
て
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

死
亡
届
や
未
支
給
年
金
の
請
求

に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル（�
０
５
７
０
・

０
７
・
１
１
６
５
）
ま
た
は
武
蔵

野
社
会
保
険
事
務
所
（�
０
４
２

２
・
５
６
・
１
４
１
１
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１４９２

�

�

年
金
を
受
け
て
い
る

年
金
を
受
け
て
い
る

方
が
亡
く
な
ら
れ
た

方
が
亡
く
な
ら
れ
た

と
き
は
届
出
が

と
き
は
届
出
が

必

要

で

す

必

要

で

す

　市民の皆さんのご提案やご意見を、市長
が直接お聞きする車座集会を開催していま
す。
　当日直接会場へ
お越しください。
※上履きと靴袋を
ご持参ください。
※車での来場はご
遠慮ください。
◆秘書課（�田 �内線1262）

ところと　き

東小学校
多目的室

１０月６日（金）
午後７時～９時

柳沢小学校
体育館

１０月2１日（土） 
午後２時～４時

車座集会のご案内
（タウンミーテイング）

�
�

〜
現
況
届
の
提
出
は
お
済
み
で
す

か
？
〜

　

現
在
、
医
療
証
の
有
効
期
間
が

９
月　

日
ま
で
の
も
の
を
お
持
ち

３０

の
方
で
「
現
況
届
」
を
提
出
さ
れ

て
い
な
い
方
は
、
至
急
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。「
現
況
届
」
が
提
出
さ

れ
な
い
場
合
は
、　

月
以
降
の
医

１０

療
証
が
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。「
乳
幼
児
医
療
費

助
成
現
況
届
」
は
７
月
下
旬
に
送

付
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、　

月
以
降
、
健
康
保
険

１０

に
加
入
し
て
い
る
５
歳
未
満
の
お

子
様
は
全
員
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
、
現
在
医
療
証
を
お
持
ち
で
な

い
方
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
場
所　

子
育
て
支
援
課
（

田
無
庁
舎
１
階
、保
谷
庁
舎
１
階
）

※
申
請
受
付
は
田
無
庁
舎
お
よ
び

保
谷
庁
舎
の
み
で
取
り
扱
い
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

）
１５２５

�　

児
童
手
当
の
支
給
対
象
年
齢
が

従
来
の
小
学
校
３
学
年
か
ら
、　
１２

歳
に
達
し
た
年
度
末
（
小
学
校
修

了
前
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ
、
併
せ

て
所
得
制
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。
対
象
者
の
方
に
は
、
す
で

に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
が
、
最

近
転
入
し
た
な
ど
、
ま
だ
手
続
き

を
し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
法
改
正
に

関
す
る
新
規
請
求
は
９
月　

日
２９

（
金
）
ま
で
に
、
子
育
て
支
援
課

へ
し
て
く
だ
さ
い
。

※
４
月
以
降
に
転
入
し
た
方
は
前

住
所
地
と
市
の
両
方
へ
の
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

※
児
童
手
当
に
は
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
（
扶
養
人
数
に
よ
り
異
な

り
ま
す
）。お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

�

�

�

乳
幼
児
医
療
費

乳
幼
児
医
療
費

助

成

制

度

助

成

制

度

児
童
手
当
制
度
改
正

児
童
手
当
制
度
改
正

く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

◆
子
育
て
支
援
課（
�田
 
�
内
線　

）
１５２７

�
�　

９
月
１
日
か
ら
平
成　

年
８
月

１９

　

日
ま
で
使
用
す
る
新
し
い
�障
 

受

３１給
者
証
を
お
送
り
し
ま
し
た
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

所
得
制
限
基
準
額
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。
所
得
が
基
準
額
を
超

え
た
方
に
は
、
助
成
事
由
消
滅
通

知
書
を
お
送
り
し
ま
し
た
。

◎
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

…
都
が
医
療
費
の
一
部
を
助
成

　

助
成
を
受
け
ら
れ
る
方
は　

市

内
に
お
住
ま
い
の
方
で
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
１
･
２
級
（
内
部
障

害
の
方
は
３
級
を
含
む
）、ま
た
は

愛
の
手
帳
１
･
２
度
に
該
当
す
る

方
で
す
が
、次
の
方
は
除
き
ま
す
。

・
所
得
制
限
の
基
準
額
を
超
え
て

い
る
方

・
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

・
児
童
福
祉
法
に
よ
る
施
設
に
入

所
し
て
い
る
方

・　

歳
以
上
に
な
っ
て
か
ら
身
体

６５
障
害
者
手
帳
や
愛
の
手
帳
を
取
得

さ
れ
た
方

・
申
請
す
る
と
き
の
年
齢
が　

歳
６５

以
上
で
あ
る
方
（
都
外
か
ら
の
転

入
者
等
、
対
象
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）

・
老
人
保
健
法
の
対
象
者
で
住
民

税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方

※
�障
 

受
給
者
証
更
新
に
伴
い
、
一

部
の
方
の
負
担
者
番
号
が
変
更
さ

れ
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
に
受
診

さ
れ
る
際
は
、
必
ず
新
し
い
�障
 

受

給
者
証
を
医
療
機
関
の
窓
口
へ
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
古
い
受
給
者
証
は
使
用

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
と
こ
ろ

へ
お
返
し
く
だ
さ
い
。

▽
返
却
場
所　

障
害
福
祉
課
（
両

庁
舎
）、
各
出
張
所
、
各
福
祉
会
館

�

�

新
し
い

新
し
い
��障障
受
給
証
の

 

受
給
証
の

交
付
に
つ
い
て

交
付
に
つ
い
て

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３４３

�　

９
月
４
日
以
降
交
付
の
券
か

ら
、
顔
写
真
の
貼
付
が
不
要
に
な

り
ま
す
。
有
効
期
限
が
平
成　

年
１８

９
月　

日
の
券
を
お
持
ち
の
方

３０

は
、
更
新
の
際
に
、
写
真
を
持
参

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

手
帳
（
対
象
者
①
の
方
）、
証
書

等
（
対
象
者
③
〜
④
の
方
）
は
今

ま
で
ど
お
り
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
が
、
平
成　

年
９
月

１９

　

日
、
平
成　

年
９
月　

日
の
券

３０

２０

３０

を
お
持
ち
の
方
の
更
新
は
、
来
年

以
降
の
そ
れ
ぞ
れ
の
有
効
期
限
の

時
に
な
り
ま
す
。
な
お
、
自
動
改

札
機
で
、
磁
気
券
が
使
え
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
平
成　

年
１
月
頃

１９

に
な
る
見
込
み
で
す
。

▽
対
象
者　

①
手
帳
所
持
者
…
障

害
者
（
身
体
、
知
的
）、
被
爆
者
、

戦
傷
病
者　

②
生
活
保
護
受
給
世

帯
員　

③
児
童
扶
養
手
当
受
給
世

帯
員　

④
被
救
護
者
（
児
童
福
祉

法
施
設
入
所
者
）
※
精
神
保
健
福

祉
手
帳
所
持
者
の
無
料
乗
車
券

は
、
今
回
の
対
象
外
で
す
。

▽
交
付
開
始
日　

９
月
４
日（
月
）

◆
障
害
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

、
２３４３

�田
 
�
内
線　

）、
生
活
福
祉
課
（
�保
 

１５６１

�
内
線　

）、
子
育
て
支
援
課
（
�田
 

２３５３

�
内
線　

）
１５２５

都
営
交
通
無
料

都
営
交
通
無
料

乗
車
券
は
写
真
が

乗
車
券
は
写
真
が

不
要
に
な
り
ま
す

不
要
に
な
り
ま
す

所得制限基準額
（９月１日～平成１９年８月３１日）

基準額扶養親族の数
3,604,000円０人

3,984,000円１人

4,364,000円２人

4,744,000円３人

5,124,000円４人

5,504,000円５人

■
各
種
証
明
書
の
用
紙
変
更
に

つ
い
て 

　

市
民
課
お
よ
び
各
出
張
所
と

税
務
部
で
発
行
し
て
い
る
各
種

証
明
書
（
住
民
票
、
戸
籍
関
係

証
明
書
、税
関
係
証
明
書
な
ど
）

の
改
ざ
ん
防
止
用
紙
が
９
月
１

日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

■
来
庁
者
の
本
人
確
認
を
行
っ

て
い
ま
す 

　

市
民
課
業
務
の
各
種
届
け
出

等
の
受
付
事
務
に
関
し
て
、
個

人
情
報
保
護
と
、
住
民
に
関
す

る
記
録
の
管
理
を
適
正
に
行
う

た
め
、
両
庁
舎
市
民
課
お
よ
び

各
出
張
所
の
窓
口
に
お
け
る
各

種
届
け
出
お
よ
び
各
種
証
明
書

の
請
求
の
際
に
、
来
庁
さ
れ
る

方
の
本
人
確
認
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

運
転
免
許
証
、
旅
券
等
官
公

署
が
発
行
し
た
免
許
証
、
許
可

証
、
資
格
証
明
書
、
健
康
保
険

証
等
、
ご
本
人
を
確
認
で
き
る

も
の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

印
鑑
の
登
録
や
住
基
カ
ー
ド

の
申
請
を
即
日
で
処
理
す
る
に

は
、
写
真
付
き
の
官
公
署
が
発

行
し
た
有
効
な
免
許
証
等
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
代
理
人
に
よ
る
届
け
出
に
つ

い
て 

　

代
理
人
に
よ
る
届
け
出
や
証

明
書
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
委

任
状
が
必
ず
必
要
に
な
り
ま

す
。
委
任
者
本
人
の
自
筆
で
、

次
の
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。

・
代
理
人
の
住
所
、
氏
名
、
生

年
月
日

・
委
任
事
項

・
委
任
す
る
日

・
委
任
者
の
住
所
、
署
名
、
捺

印
（
印
鑑
登
録
に
つ
い
て
は
登

録
す
る
印
鑑
を
押
印
し
て
く
だ

さ
い
）

◆
市
民
課
（
�保
 
�
内
線　

、
�田

 
２１３１

�
内
線　

）
１４６１

市
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

市
政
へ
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
方
々
に
対
し
、
８

月
１
日
市
長
応
接
室
に
て
感
謝
状
の
贈
呈
を
行
い
ま
し
た
。

　

感
謝
状
を
受
け
ら
れ
た
皆
さ
ん
は
次
の
と
お
り
で
す
（
敬

称
略
）。

・ 
井  
口  
忠  
仁 

い 
ぐ
ち 
た
だ 
ひ
と

・ 
折  
元  
宗  
和 

お
り 
も
と 
そ
う 
わ

・
佐
藤
清

・
東
伏
見
小
学
校
Ｐ

Ｔ
Ａ
平
成　

年
度
ベ

１７

ル
マ
ー
ク
特
別
委
員

会・
日
本
ハ
ン
ド
ベ
ル

連
盟「
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｈ
Ａ
」

一
同

・
株
式
会
社
三
菱
東

京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
保
谷

支
店　

支
店
長 
阿  
久 

あ 

く

 
沢  
秀  
樹 

ざ
わ 
ひ
で 
き

・
山
田
し
げ
み

◆
秘
書
課
（
�田
 
�
内

線　

）
１２６１

���������	�
��

��
�

ご
出
席
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
で
す


